
産業建設常任委員会 
日  時   令和４年９月２８日（水）  

午前１０時２０分 [本会議終了後の見込み ]～  

場  所   全員協議会室  

 

１ 開議 

２ 事務局日程説明 

３ 所管分付託議案審査（説明～質疑）   

【まちづくり推進部・総務部】 １０：２０～１０：３０ 

（１）第５６号議案 亀岡運動公園競技場照明塔設置工事請負契約の締結について 

４ 討論～採決 

（休憩） 

５ 委員長報告の確認 

６ 議会だより原稿の確認 

７ その他 
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産業建設常任委員会委員長報告 

             （令和４年９月２８日） 

 

産業建設常任委員会に付託されました議案について、審査の経過

概要とその結果を報告いたします。 

まず、第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第３号）

の本委員会所管分でありますが、その主な内容は、 

・総務費では、亀岡運動公園バスターミナルの屋根付き駐輪場設置

に係るバス交通関連経費の増額補正。 

・農林水産業費では、広域での地域農業発展の機運を高めるための

ＰＲ事業に要する有機農業推進事業経費や地域における担い手の

確保・育成を推進するため、経営維持や発展に必要な機械・設備

の導入支援に係る地域営農担い手条件整備事業経費の増額補正。 

・商工費では、観光情報の発信拠点であるＪＲ亀岡駅観光案内所 

及びかめまるマートの機能強化に要する観光推進経費の増額補正。 

・土木費では、地域こん談会等の要望を踏まえ、生活道路などの機

能維持を行うため、道路維持経費や道路新設改良事業費、公園緑

地管理経費の増額補正であります。 

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しまし

た。 

なお、可決にあたり、多くの事業の財源となっている ふるさと
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力向上基金
き き ん

繰入金
くりいれきん

については、恒常的に安定して使える財源では

ないため、計画的に財源を確保されたいとの意見がありました。 

 

 次に、第５号議案 令和４年度亀岡市下
げ

水道
すいどう

事業会計補正予算（第

１号）は、年谷浄化センターの管理運営経費に係る債務負担行為に

ついて、予算に定めるものであり、採決の結果は、全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。 

なお、可決にあたり、年谷浄化センターの管理運営経費について

は、高額な予算が必要となるため、事業者選定にあたっては、適正

な競争が働くよう進められたいとの意見がありました。 

 

次に、第１０号議案 亀岡市都市公園条例の一部改正は、亀岡駅

北土地区画整理事業により整備された、亀岡駅北１号公園から４号

公園までの都市公園の位置を換地処分に伴い、改めようとするもの

であり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

 

次に、第１１号議案 亀岡市水道
すいどう

事業給水
きゅうすい

条例の一部改正は、加

入金の制度体系を見直すとともに、口径加入金の額を改正しようと

するものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可

決すべきものと決定しました。 
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次に、第５３号議案 市道路線の認定及び変更は、市道路線につ

いて、２４路線を認定し、６路線を変更しようとするものであり、

別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと決

定しました。 

 

 次に、第５６号議案 亀岡運動公園競技場 照明塔
しょうめいとう

設置工事 請負

契約の締結については、９月２日に入札を執行し、前平
まえひら

・南桑
なんそう

特定

建設工事 共同企業体と３億１，６８５万７，２００円で仮契約を締

結したものであり、この仮契約を本契約とするものであります。 

 採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと決定しました。

なお、指摘要望事項として、今後、契約については、さらに透明性

をもって、説明責任を果たすよう指摘要望するものです。 

 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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